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平成２９年労第２４９号  

 

主  文 

本件再審査請求を棄却する｡ 

 

事実及び理由 

第１ 再審査請求の趣旨 

再審査請求人（以下「請求人」という。）の再審査請求の趣旨は、労働基準監督

署長（以下「監督署長」という。）が平成○年○月○日付けで請求人に対してした

労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号。以下「労災保険法」という。）

による休業補償給付の支給に関する処分を取り消すとの裁決を求めることにある。 

第２ 事案の概要 

１ 請求人は、平成○年○月○日、Ａ所在のＢ会社（以下「会社」という。）に日々

雇入れられる者（以下「日雇労働者」という。）として雇用され、Ｃ所在のＤ会

社Ｅ工事において、コンクリート打設作業等に従事していた。 

２ 請求人によれば、雇用された日、コンクリートの打設現場において、ブラシを

用いて、不要な生コンクリートを取り除く作業に従事していたところ、誤って生

コンクリートに接触し負傷した（以下「本件災害」という。）という。 

請求人は、本件災害当日は終業時刻まで勤務したが、翌○日、Ｆクリニックに

受診し、「右上肢及び両下肢挫創（多発）、両下肢蜂窩織炎」（以下「本件傷病」

という。）と診断された。 

３ 本件は、請求人が本件傷病は業務上の事由によるものであるとして、監督署長

に休業補償給付を請求したところ、監督署長が、給付基礎日額を○円として、こ

れを支給する旨の処分（以下「本件処分」という。）をしたことから、請求人が

当該給付基礎日額を不服として本件処分の取消しを求める事案である。 

４ 請求人は、労働者災害補償保険審査官（以下「審査官」という。）に対し審査

請求をしたところ、審査官が平成○年○月○日付けでこれを棄却する旨の決定を

したことから、更にこの決定を不服として本件再審査請求をした。 

第３ 当事者の主張の要旨 

１ 請求人 

（略） 
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２ 原処分庁 

（略） 

第４ 争  点 

休業補償給付に関する本件処分における給付基礎日額が監督署長において算定

した○円を超えるか。 

第５ 審査資料 

（略） 

第６ 理  由 

１ 当審査会の事実認定 

（略） 

２ 当審査会の判断 

（１）労災保険法第８条に規定する給付基礎日額については、労働基準法（昭和２

２年法律第４９号）第１２条の平均賃金に相当する額とすることとされている

が、日雇労働者の平均賃金は、同条第７項において、厚生労働大臣が定める金

額とすることとされている。具体的には、昭和３８年１０月１１日付け労働省

告示第５２号（以下「告示第５２号」という。）により、①平均賃金を算定す

べき理由の発生した日（以下「算定事由発生日」という。）以前１か月間（以

下「算定期間」という。）に当該日雇労働者が当該事業場において使用された

期間がある場合には、その期間中に当該日雇労働者に対して支払われた賃金の

総額をその期間中に当該日雇労働者が当該事業場において労働した日数で除し

た金額の１００分の７３とし（第１号）、②①によって算定し得ない場合には、

算定期間に当該事業場において同一業務に従事した日雇労働者に対して支払わ

れた賃金の総額をその期間中にこれらの日雇労働者が当該事業場において労働

した総日数で除した金額の１００分の７３とし（第２号）、③①及び②により

算定し得ない場合又は当該日雇労働者若しくは当該使用者が①及び②により算

定することを不適当と認め申請した場合には、都道府県労働局長が定める金額

とする（第３号）などとされている。 

（２）監督署長は、請求人の給付基礎日額の算定に当たり、算定期間である本件災

害以前１か月間において、請求人には会社での就労実績がなかったとして、告

示第５２号第１号ではなく同第２号を適用し、算定期間において、請求人と同

一の業務に従事した会社の日雇労働者に対して支払われた賃金総額やその労働
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日数を基に請求人の平均賃金を算出し、給付基礎日額を○円と算定している。 

この点、請求人は、算定事由発生日である本件災害当日の賃金として、残業

代も含め○円が支払われているから、告示第５２号第１号により、同金額の１

００分の７３をもって平均賃金とすべきである旨主張している。しかしながら、

行政実務においては、従前より、算定事由発生日は算定期間には含まないもの

として取り扱われており、その取扱いは、決定書理由に説示するとおり、労働

者災害補償保険制度の目的にかなった妥当なものであると判断されるから、請

求人の主張を採用することはできない。 

（３）そうすると、請求人には、算定期間である本件災害以前１か月間には会社で

の就労実績がないことになるから、監督署長が、上記（２）のとおり、告示第

５２号第２号を適用して算定した本件処分に係る給付基礎日額については、当

審査会としても、決定書理由第４の２（２）オに説示するとおり、誤りはなく、

妥当なものであると判断する。 

なお、請求人のその他の主張についても子細に検討したが、上記結論を左右

するに足りるものは見いだせなかった。 

３ 結  論 

以上のとおりであるので、本件処分は妥当であって、これを取り消すべき理由

はないから、請求人の本件再審査請求を棄却することとして、主文のとおり裁決

する。 


